
　　　　　　　　　　　【主な取り組み内容】

　　　　　　　　　　　　◆業務量の調整

　　　　　　　　　　　　◆看護職員と多職種との業務分担

　　　　　　　　　　　　◆看護補助者の配置

　　　　　　　　　　　　◆多様な勤務形態の導入

　　　　　　　　　　　　◆妊娠・子育て中の看護職員に対する配慮

　　　　　　　　　　　　◆夜勤における看護職員の負担軽減

　　　　　　　　　　　　◆その他(メンタルサポート）

■当院では看護職員の負担の軽減および処遇の改善に資することを目的とする計画を策定

し、これに基づき以下の取組みを実施しております。

患者さん、ご家族の皆さんのご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

看護職員の負担軽減

および処遇改善に資する体制

令和７年４月 病院長


